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令和７年度 伊予市職員採用試験案内（保育士経験者枠） 

令和７年１２月２２日 

 

                       伊予市長 武 智  典 

 

令和７年度伊予市職員採用試験（保育士経験者枠）を次のとおり実施します。 

 

第３期伊予市子ども・子育て支援事業計画の基本理念に 

共感する保育士を募集します！ 

 

 

 

 

 

  

子育て家庭が『伊予市で子育てしてよかった、これからも伊予市で子育

てしたい』と思えるよう、ともに働きましょう！ 

 

１ 試験区分及び採用予定人員 

試験区分 採用予定数 勤務内容等 

保育士 中級 ３人程度 

主として伊予市立の保育所及び認定こど

も園に配属され、保育士業務に従事する。 

※市長事務部局、教育委員会等に配属され

ることもあります。 

※「中級」は短大卒業程度の試験を実施しますが、大学卒業、短大卒業又は高校卒業を

条件とするものではありません。 

 

２ 受験資格 

  受験資格は次のとおりです。 

   ※共通資格 

○次のアからウに該当しない者 

ア 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受

けることがなくなるまでの者 

イ 伊予市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経

過しない者 

ウ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した

政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又は

これに加入した者 

 

基本理念 

   明るい未来 こどもの笑顔あふれる やさしいまち 

   ～育てよう未来の伊予 世界をかけるこどもたち～ 
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※令和７年７月１３日（日）に実施した令和７年度伊予市職員採用試験を

受験した方についても受験可能です。 

※職種別の資格 

☆保育士  ・保育士資格を有する者で、官民問わず、保育士としての職務経験を３年

以上（令和８年３月末現在）有する者 

  ・昭和５５年４月２日以降に生まれた者 

※なお、保育士としての職務経験に係る留意事項は以下のとおりです。 

 ○「保育士としての職務経験」には、官民問わず、正規雇用の職員、

社員等として、一つの企業又は団体等で１年以上継続して就業（１

週間当たりの所定労働時間が３０時間以上の正規雇用に限る。）し

ていた期間が該当します。 

 ○正規雇用の職員、社員等として１年以上継続して就業した職務経験

が複数ある場合は、通算することができます。ただし、同一期間内

に重複して複数の職務に従事した場合は、いずれか一つの職務経験

のみ通算することができます。 

 ○休暇・休業・休職等のため、連続して１ヶ月を超えて職務に従事し

ていない期間（産前産後休暇を除く。）は、職務経験に通算すること

ができません。 

        ◎最終合格決定後、職務経験の確認のため、法人名、代表者名、社判、

就業期間、一週間当たりの勤務時間、職務内容等が記載された職歴

証明書（第三者が作成したもの）を提出していただきます。これに

より受験資格を満たしてない場合又は職歴証明書が提出されない

場合は、採用されません。 

 

３ 試験の期日、場所及び合格通知の方法等 

   試験は、第１次試験及び第２次試験とし、第２次試験は第１次試験の合格者につ

いて行います。 

（１）試験の期日・場所及び合格発表 

 保育士 

区 分 試 験 期 日 試験場所 合格発表 

第 １ 次 

試 験 

・パーソナリティ検査 

・個別面接試験 

令和８年１月２５日（日） 

（開始及び受付時間：別途通知） 

伊予市役所 

４階大会議室 

（受験者数によって

変更する場合があり

ます。） 

受験者全員に合否

を通知します。 

（令和８年２月上旬頃

を予定しています。） 

第 ２ 次 

試 験 

・個別面接試験 

令和８年２月１１日（水・祝日） 

（開始及び受付時間：別途通知） 

伊予市役所 

４階大会議室 

（受験者数によって

変更する場合があり

ます。） 

受験者全員に合否

を通知します。 

（令和８年２月下旬頃

を予定しています。） 
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（２）試験の方法及び出題分野 

区分 科 目 形式 内   容 

第１次

試験 

パーソナリティ検査 択一式 
性格特徴・職場の行動傾向について 

（全職種） 

個別面接試験 主として人物についての個別面接試験 

第２次

試験 
個別面接試験 主として人物についての個別面談 

※第１次試験の実施前に書類選考を行う場合があります。 

 

４ 採用予定日及び初任給 

（１）採用予定年月日 

合格した者は、採用候補者名簿に登載され、このうちから任命権者が採用者を決

定し、令和８年４月１日から採用することになります。したがって、採用候補者名

簿に登載された人が全て採用されるとは限りません。 

なお、この採用候補者名簿は、原則として令和８年４月１日以降の採用に対する

もので、この名簿に登載された日から１年間有効です。 

受験資格が無い場合や、申込書等の記載事項に虚偽又は不正があることが判明し

た場合は、合格を取り消します。 

 

（２）初任給（参考） 

試験区分 初 任 給 諸 手 当 

保育士 中級：２１６，５００円 

伊予市職員給与条例等に定める

扶養手当、通勤手当、期末手当、

勤勉手当、住居手当等が該当者に

支給されます。 

※初任給は、令和７年１２月２２日現在の額です。職歴等がある場合、個々の民間

企業等における職務経験年数や職務内容に応じ、一定の基準に基づき調整されま

す。 

（３）勤務時間等 

勤務時間は原則として午前８時３０分から午後５時１５分までの１日７時間４５

分、１週間につき３８時間４５分となります。ただし、職種・勤務場所等によって異

なる場合があります。 
 

（４）昇任等 

日本国籍を有しない方については、公務員に関する基本原則に基づき、公権力の

行使を伴う業務、公の意思形成に参画する職に就くことができません。したがって、

採用後の昇任、異動等に一部制限があります。 
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５ 受験手続及び受付期間 

（１）申込用紙の請求 

○ 直接受け取る場合 伊予市役所 総務部 総務課 人事担当（以下「人事担当」

という。）でお渡しします。 

○ 郵便で請求する場合 封筒の表に「職員採用試験申込書請求」と朱書きし、

返信先を明記して１４０円分の切手を貼った返信用封筒（A４判の入る大

きさ（角２））を必ず同封して、人事担当へ郵送してください。 

＊伊予市のホームページ（https://www.city.iyo.lg.jp/soumu/saiyou/jouhou.html）

でも申込書をダウンロードすることができます。 

 

（２）申込み 

申込書及び受験票に写真を貼り付け、必要事項を記入の上、人事担当に提出し

てください。 

・保育士資格の写しを添付してください。 

・令和７年度伊予市職員採用試験（保育士）職歴等申告書を記入し、添付してく

ださい。 

・申込書類は、鉛筆や消すことができるインクのペン等を使用しないでください。 

・受付した申込書類は、一切返却できません。 

提出の際に返信先を明記し１１０円切手を貼った返信用封筒（長３）を同封し

てください。 

※ 提出書類に不備がある場合は受理することができませんのでご注意ください。 

（できるだけ早めに提出してください。） 

郵便により申し込む場合は、封筒の表に「採用試験申込み」と朱書きし、簡易

書留郵便により人事担当へ送付してください。 

※ 受験票及び書類選考について 

    受付終了後、受験番号を記入した受験票を郵送しますので、試験当日に持参し

てください。（受験票を忘れた方は試験会場への入室をお断りします。） 

    第１次試験の実施前に書類選考を行う場合があります。書類選考を実施した場

合、書類選考により不合格となった方には、受験票ではなく、不合格通知が郵送

されます。書類選考の合格者には、受験票と第１次試験案内をお送りします。 

       【受験票又は通知が令和８年１月１９日（月）までに届かない場合は、人事担当

までお問い合わせください。】 

 

（３）受付期間 

令和７年１２月２２日（月）から令和８年１月１３日（火）までの土・日曜日・

祝日を除く執務時間中（午前８時３０分から午後５時１５分まで）受け付けます。 

 なお、郵送の場合は、令和８年１月１３日（火）必着とします。 

 書類に不備があった場合、受付できませんので、お早めにお申込みください。 

 

 

http://www.city.iyo.lg.jp/
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６ 第１次試験結果の開示について 

   第１次試験結果（次の４項目）を、受験者全員に通知します。 

   なお、合否の問合せにはお答えできません。 

① 第１次試験総合得点 ② 受験者数 ③ 順位 ④ 合格最低点 

 

７ 身体検査書の提出について 

   採用候補者名簿に登載された者のうち、内定者（補欠合格者を除く。）については、

内定通知時に身体検査書を同封しますので、後日、指定する日までに提出していた

だきます。 

 

８ その他 

（１）台風等の非常災害等により、やむを得ず試験日程の変更等をする場合は、伊予市

ホームページでお知らせします。 

（２）提出書類の内容に不正、故意の隠蔽等があった場合は、合格又は採用を取り消す

場合があります。 

（３）申込受付後の応募書類は、一切返却できません。 

 

 

【申込み先及びお問合せ先】 

〒７９９－３１９３ 愛媛県伊予市米湊８２０番地 

伊予市 総務部 総務課 人事担当 ℡（０８９）９０９－６３８３ 


